
 
 

『女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（九州電気保安協会）』 
 
 
  九州電気保安協会は、一人ひとりが自己の能力を発揮し、電気エネルギー利用技術の向上

を通して地域とともに社会の発展に貢献することを目指しており、従業員の仕事と家庭の両

立支援を柱に、女性活躍の推進に向けて、次のとおり行動計画を策定する。 
 
 

 １ 計画期間 

   平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで（３年間） 
 
 
 ２ 目 標 

（１） 女性採用を年平均２名以上実施する。 
（２） 技術系女性採用を１名以上実施する。 

  （３） 女性の管理職（一般管理職を含む）を１名以上登用する。 
 
 
 ３ 取組内容 

（１） 女性採用を年平均２名以上実施する。 
なお、技術系女性採用に関する広報を継続して行い応募を増やす。 

（２） 女性がいない又は少ない部署へも女性の配置を行い、業務領域を拡大することや、 
他協会の女性との懇談会やセミナーに積極的に参加することで、キャリアパターン 
の拡大を図る。 

（３） 引き続き「仕事と家庭の両立支援」と「ハラスメント教育」を行い、女性が働き 
やすい職場を作ることにより、キャリア形成ができる仕組みを構築し、依願による 
退職の防止に努める。 

 
以  上 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

『 女性活躍推進法に基づく女性の活躍に関する状況（九州電気保安協会）』 

 
項 目 現 状 課題と今後の取組 

女性採用比率 職員･嘱託員 2 /253 名  0.8％ 

（事務系： 2 / 10 名 20％） 

（技術系： 0 /243 名  0％） 

嘱託        0 / 10 名  0.0％ 

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ   45 / 47 名 95.7％ 

 ［H28～H30 年度採用実績］ 

特に技術系女性の応募が少な

い。 

・当協会説明会や高校進路指

導担当者に採用広報活動を

継続して実施する。 

勤続年数男女差 

（職員） 

男女差：1.2 年 

 （女性：17.4 年） 

 （男性：18.6 年） 

男女比：男 96.9％ 女 3.1％ 

［H29 年度末時点］ 

大きな差はない。 

・引き続き各種対策を継続し

ていく。 

労働時間の状況 １か月平均時間外：10.48H 

（総実労働時間数：1859.17H） 

（休暇取得日数 ：12.0 日） 

         ［H29 年度末時点］ 

労働時間の限度に関する基準

（月４５時間）を下回る。 

・引き続き時間外労働削減 

と休暇取得推進により総 

実労働時間の縮減を図る。 

女性管理職比率  

管理職＝課長より上位職位の役職 

（役員は除く） 

比 率：1.4％（145 名中 2 名） 

     

 

 

【参考】 

全女性職員（パートタイマー除く）

から見た女性管理職比率 

 比率：8.3％（24 名中 2 名） 

 

［H31 年 3 月 1 日時点］ 

女性管理職が少ない。 

・女性が少ないことや年齢 

構成により、若年者が多 

いことから、一度に管理 

職を増やすことは困難で 

ある。 

・将来に向けて研修及び懇 

談会により、知識や意識 

の醸成を図る。 

・業務領域を拡大すること 

により、キャリアパター 

ンの拡大を図る。 

 
 


